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望まない

受動喫煙をゼロに

マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
へ

　

平
成
29
年
７
月
に
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
成
立
し
、
令
和
２
年
４
月
１
日
よ
り

全
面
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
の
防
止
対
策

が
強
化
さ
れ
、
多
く
の
人
が
利
用
す
る
施
設
は
一

定
の
場
所
を
除
き
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

禁
煙
に
な
る
場
所

　

事
務
所
、
工
場
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
、
飲
食
店
※
、

旅
客
運
送
事
業
自
動
車
（
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
な
ど
）・

航
空
機
・
船
舶
・
鉄
道
、
裁
判
所
な
ど
の
屋
内
が

原
則
禁
煙
に
な
り
ま
す
。

　

屋
内
で
の
喫
煙
は
、
設
置
さ
れ
た
喫
煙
室
で
の

み
可
能
で
、
喫
煙
室
に
は
標
識
が
掲
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
20
歳
未
満
の
方
は
喫
煙
エ
リ
ア
へ

の
立
入
は
禁
止
に
な
り
ま
す
。

※
既
存
の
経
営
規
模
の
小
さ
な
飲
食
店
は
、
喫
煙

　

可
能
な
場
所
で
あ
る
旨
を
掲
示
す
る
こ
と
で
、

　

店
内
で
喫
煙
が
可
能
で
す
。

　

禁
煙
治
療
を
行
う
禁
煙
外
来
を
利
用
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

禁
煙
外
来
の
あ
る
市
内
医
療
機
関

　

い
の
く
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
円
山
医
院
・
大
田
整

形
外
科
お
お
た
内
科
・
桑
原
内
科
循
環
器
科
医
院
・

こ
う
の
医
院
・
中
島
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
馬
場
病

院
（
「
日
本
禁
煙
学
会　

禁
煙
外
来
」
で
検
索
）

問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
22-

７
１
５
７

ど
う
し
て
受
動
喫
煙
は
危
険
な
の
？

　

喫
煙
は
あ
ら
ゆ
る
が
ん
や
、
脳
卒
中
、
心
筋
梗

塞
な
ど
の
病
気
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
ま
た
、
た

ば
こ
を
吸
わ
な
い
人
の
受
動
喫
煙
に
も
こ
れ
ら
の

リ
ス
ク
が
あ
り
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
死
亡
者
は
年

間
１
万
５
千
人
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
厚
生

労
働
省　

喫
煙
の
健
康
影
響
に
関
す
る
検
討
会
報

告
書
「
喫
煙
と
健
康
」
よ
り
）

　

特
に
あ
か
ち
ゃ
ん
は
、
ぜ
ん
そ
く
様
気
管
支
炎

な
ど
に
罹
り
や
す
く
な
っ
た
り
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
（
乳

幼
児
突
然
死
症
候
群
）
の
原
因
に
な
る
な
ど
、
妊

婦
さ
ん
や
あ
か
ち
ゃ
ん
へ
の
配
慮
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
屋
外
や
家
庭
な
ど
、
喫
煙
が
禁
じ
ら
れ

て
い
な
い
場
所
で
た
ば
こ
を
吸
う
時
も
、
ま
わ
り

の
人
に
煙
を
吸
わ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
加
熱
式
た
ば
こ
で
あ
っ
て
も
受

動
喫
煙
は
発
生
し
ま
す
。

サ
ー
ド
ハ
ン
ド
ス
モ
ー
ク
に
も
要
注
意
！

　

た
ば
こ
の
先
か
ら
出
る
煙
以
外
に
も
、
タ
バ
コ

を
吸
っ
た
人
が
吐
き
出
す
息
や
衣
服
、
部
屋
の
壁

紙
、
カ
ー
テ
ン
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
な
ど
に
付
着
し
た

有
害
物
質
を
吸
い
込
む
サ
ー
ド
ハ
ン
ド
ス
モ
ー
ク

（
三
次
喫
煙
）
も
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

喫
煙
後
30
～
45
分
間
は
喫
煙
者
の
息
か
ら
有
害

物
質
が
出
続
け
て
い
ま
す
。

禁
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
せ
ん
か
？

　

薬
で
ニ
コ
チ
ン
に
よ
る
離
脱
症
状
を
抑
え
る
こ

と
で
、
比
較
的
楽
に
、
確
実
に
禁
煙
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

竹原市地域支え合いセンター
◆豪雨災害被災者の生活再建・自立を支援

　保健師や看護師などの相談員が相談を受け付

けます。お気軽にご相談ください。

日時　月曜日～金曜日（祝日等除く）

　　　９時～ 17 時

場所　保健センター２階

支援内容　・現況等の調査及び支援計画の策定

　　　　　・見守り、巡回訪問

　　　　　・相談受付、専門機関等へのつなぎ

　　　　　・コミュニティづくりの支援

　　　　　・関係機関等との連携

問い合わせ

　竹原市地域支え合いセンター

　☎２１-８０７０


